
夏の健康管理
〜暑い夏を元気に過ごそう！〜

の保険料について（65歳以上の人）険保護介 険保護介
65歳以上の人の保険料は、当市においては、所得に応じて６段階に分けられて

います。税の制度改正により、今まで市県民税が課税されていない人が課税され、
介護保険料の段階が上がった人に対して平成18･19年度と激変緩和（軽減）措置を
行います。（対象になる人は自動的に減額されるため、申請･届出の必要はなし）

※基準額　43,200円
　平成18年度の介護保険料 

本年度の段階 対象者 基準額×調整率 保険料（年額）
第１段階の人 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者（世帯非課税） 基準額×0.50 21,600円
第２段階の人 前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人（世帯非課税） 基準額×0.50 21,600円
第３段階の人 前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円を超える人（世帯非課税）基準額×0.75 32,400円

第４段階の人
本人が市民税非課税（世帯課税） 基準額×1.00 43,200円
税制改正がなかった場合に第１段階・第２段階であった人 基準額×0.66 28,510円
税制改正がなかった場合に第３段階であった人 基準額×0.83 35,850円

第５段階の人

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人 基準額×1.25 54,000円
税制改正がなかった場合に第１段階・第２段階であった人 基準額×0.75 32,400円
税制改正がなかった場合に第３段階であった人 基準額×0.91 39,310円
税制改正がなかった場合に第４段階であった人 基準額×1.08 46,650円

第６段階の人 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の人 基準額×1.50 64,800円

●介護保険の特別徴収（年金天引き）の改正について
10月から老齢（退職）年金のほかに、新たに遺族年金および障害年金についても特別徴収の対象

となります。なお、今まで通り介護保険料の算定の際に遺族年金および障害年金の受給額は所得に
含まれません。また、特別徴収開始月が年１回（10月）だったのが、年２回（４月・10月）に改正にな
りました。
問合せ　高齢福祉課（内線1�1）
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こんにちは市長室です
山 口 市 長
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